
○適時開示体制の概要（模式図） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                       開示の実施 

 

 

 

 

 

 

管理本部 

情報取扱責任者 

投資者の投資判断に影響を 

与える重要な事実に関する情報 

各部署の責任者、各子会社の社長 

東京証券取引所 財務局 報道機関等 

取締役会又は 

代表取締役社長 

開示内容の報告 

決定又は承認 

報告 

情報の報告 情報管理の指示 


